
 

県 政 経 営 会 議 資 料 

令和６年（2024 年）２月 29 日 

健康医療福祉部子ども・青少年局 

 

 

滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める

条例等の一部を改正する条例案要綱 

 

 

１ 改正の理由 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準の一部を改正する内閣府令（令和６年内閣府令第●号）による児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準（昭和 23 年厚生省令第 63 号）の一部改正等に伴い、必要な規定の整備を行うた

め、滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例（平

成 24年滋賀県条例第 64号）ほか２条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 改正の概要 

(1) 保育所の保育士の数について、満３歳以上満４歳に満たない幼児の区分は、おおむね当該

幼児の数を 15で除して得た数とし、満４歳以上の幼児の区分は、おおむね当該幼児の数を 25

で除して得た数とすることとします。（第１条による改正後の別表第５関係） 

(2) 認定こども園の職員の数について、満３歳以上満４歳に満たない子どもの区分は、おおむ

ね当該子どもの数を 15で除して得た数とし、満４歳以上の子どもの区分は、おおむね当該子

どもの数を 25で除して得た数とすることとします。（第２条による改正後の別表第１関係） 

(3) 幼保連携型認定こども園の園児の教育および保育に直接従事する職員の数について、満３

歳以上満４歳に満たない園児の区分は、おおむね当該園児の数を 15で除して得た数とし、満

４歳以上の園児の区分は、おおむね当該園児の数を 25 で除して得た数とすることとします。

（第３条による改正後の別表関係） 

(4) その他 

ア この条例は、令和６年４月１日から施行することとします。 

イ この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとします。 



滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第１条関係） 

旧 新 

本則・付則 省略 本則・付則 省略 

別表第１～別表第４ 省略 別表第１～別表第４ 省略 

別表第５（第６条関係） 別表第５（第６条関係） 

１ 省略 １ 省略 

２ 職員 ２ 職員 

(1) 省略 (1) 省略 

(2) 保育士の数は、次のアからエまでに掲げる乳児または幼児の区分

に応じ、当該アからエまでに定める数を合計した数以上とすること。

ただし、保育士の数は、保育時間を通じて常時２人を下ることはで

きない。 

(2) 保育士の数は、次のアからエまでに掲げる乳児または幼児の区分

に応じ、当該アからエまでに定める数を合計した数以上とすること。

ただし、保育士の数は、保育時間を通じて常時２人を下ることはで

きない。 

ア・イ 省略 ア・イ 省略 

ウ 満３歳以上満４歳に満たない幼児 おおむね当該幼児の数を20

で除して得た数 

ウ 満３歳以上満４歳に満たない幼児 おおむね当該幼児の数を15

で除して得た数 

エ 満４歳以上の幼児 おおむね当該幼児の数を30で除して得た数 エ 満４歳以上の幼児 おおむね当該幼児の数を25で除して得た数 

(3) 省略  (3) 省略  

３～７ 省略 ３～７ 省略 

別表第６以下 省略 別表第６以下 省略 

 



滋賀県認定こども園の認定に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

旧 新 

本則・付則 省略 本則・付則 省略 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

１～３ 省略 １～３ 省略 

４ 認定こども園の職員の配置は、次に掲げるとおりとすること。 ４ 認定こども園の職員の配置は、次に掲げるとおりとすること。 

(1) 省略 (1) 省略 

(2) 次のアからエまでに掲げる子どもの区分に応じ、当該アからエま

でに定める数を合計した数以上の数の教育および保育に従事する者

を置くこと。 

(2) 次のアからエまでに掲げる子どもの区分に応じ、当該アからエま

でに定める数を合計した数以上の数の教育および保育に従事する者

を置くこと。 

ア・イ 省略 ア・イ 省略 

ウ 満３歳以上満４歳に満たない子ども おおむね当該子どもの数

を20で除して得た数 

ウ 満３歳以上満４歳に満たない子ども おおむね当該子どもの数

を15で除して得た数 

エ 満４歳以上の子ども おおむね当該子どもの数を30で除して得

た数 

エ 満４歳以上の子ども おおむね当該子どもの数を25で除して得

た数 

(3)・(4) 省略  (3)・(4) 省略  

５～10 省略  ５～10 省略 

別表第２ 省略 別表第２ 省略 

 

 



滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定

める条例新旧対照表（第３条関係） 

旧 新 

本則・付則 省略 本則・付則 省略 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

１ 省略 １ 省略 

２ 職員 ２ 職員 

(1)・(2) 省略 (1)・(2) 省略 

(3) 副園長（幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、児童福祉法（昭

和22年法律第164号）第18条の18第１項の登録（以下この号において

「登録」という。）を受けた者に限る。）、教頭（幼稚園の教諭の

普通免許状を有し、かつ、登録を受けた者に限る。）、保育教諭等

（主幹保育教諭、指導保育教諭または保育教諭をいう。以下同じ。）、

助保育教諭または講師であって、園児の教育および保育に直接従事

するもの（以下「直接従事職員」という。）の数は、次のアからエ

までに掲げる園児の区分に応じ、当該アからエまでに定める数を合

計した数（当該幼保連携型認定こども園の学級数が、次のウおよび

エに定める数を合計した数を超えるときにあっては、当該アおよび

イに定める数ならびに当該学級数に相当する数を合計した数）以上

とすること。ただし、当該直接従事職員の数は、教育および保育を

行う時間を通じて常時２人を下ることはできない。 

(3) 副園長（幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、児童福祉法（昭

和22年法律第164号）第18条の18第１項の登録（以下この号において

「登録」という。）を受けた者に限る。）、教頭（幼稚園の教諭の

普通免許状を有し、かつ、登録を受けた者に限る。）、保育教諭等

（主幹保育教諭、指導保育教諭または保育教諭をいう。以下同じ。）、

助保育教諭または講師であって、園児の教育および保育に直接従事

するもの（以下「直接従事職員」という。）の数は、次のアからエ

までに掲げる園児の区分に応じ、当該アからエまでに定める数を合

計した数（当該幼保連携型認定こども園の学級数が、次のウおよび

エに定める数を合計した数を超えるときにあっては、当該アおよび

イに定める数ならびに当該学級数に相当する数を合計した数）以上

とすること。ただし、当該直接従事職員の数は、教育および保育を

行う時間を通じて常時２人を下ることはできない。 



ア・イ 省略 ア・イ 省略 

ウ 満３歳以上満４歳に満たない園児 おおむね当該園児の数を20

で除して得た数 

ウ 満３歳以上満４歳に満たない園児 おおむね当該園児の数を15

で除して得た数 

エ 満４歳以上の園児 おおむね当該園児の数を30で除して得た数 エ 満４歳以上の園児 おおむね当該園児の数を25で除して得た数 

(4)～(10) 省略  (4)～(10) 省略 

３以下 省略 ３以下 省略 

 



滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準条例等の一部改正

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）等の一部改正により、職員配置基準の

改善を行う。（３・４・５歳児の職員配置基準の見直し）

１．改正の概要

２．施行日

令和６年４月１日
※経過措置あり。

年齢区分 改正前 改正後

０歳児 ３：１ ３：１

１・２歳児 ６：１ ６：１

３歳児 ２０：１ １５：１

４・５歳児 ３０：１ ２５：１

３．関係条例

• 滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定
こども園の設備および運営に関する基準を定める条例（幼保連携型認定こども園）

• 滋賀県認定こども園の認定に関する条例（幼保連携型認定こども園以外の認定こども園）

［子ども：保育士］
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